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Ⅰ 夜間中学の概要と本県における夜間中学の必要性                        

１ 夜間中学とは  

 夜間中学は、学校教育法に規定された中学校であり、義務教育を修了しない

まま学齢期を経過した方や、不登校など様々な事情により十分な教育を受けら

れないまま中学校を卒業した方、他国や我が国で義務教育を修了していない外

国籍の方など、様々な背景を持つ生徒を対象として、夕方以降の時間帯に授業

が行われる学校である。 

 

 

２ 夜間中学の背景と国の動向  

 夜間中学は、昭和 20年代初頭、戦後の混乱期の中で、生活困窮などの理由か

ら十分に義務教育を受けられなかった生徒に義務教育の機会を提供することを

目的として、中学校に付設する学級として設置された。 

 昭和 40年代後半から不登校（当時の言葉では登校拒否）を経験した方の夜間

中学の入学が増加し、平成に入ると日本社会の国際化の進展に伴い、夜間中学

にも外国人の生徒が増加した。 

平成 28 年には、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の

確保等に関する法律」（以下「教育機会確保法」とする。）が成立し、地方公共

団体は、学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなか

ったものに、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機

会の提供、その他の必要な措置を講ずることとされた。 

さらに、令和５年の第４期教育振興基本計画において「夜間中学は、教育機

会確保法等に基づき、全ての都道府県・指定都市に少なくとも一つの夜間中学

が設置されるよう促進するとともに、夜間中学の教育活動や広報の充実、受け

入れる生徒の拡大を図るなど、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進

する」と示された。 

令和７年４月現在、41都道府県・指定都市に 62校設置されている。 
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３ 本県における夜間中学設置の必要性  

   本県においては、令和２年国勢調査により、義務教育を修了しないまま学齢

期を経過した方が 15,894名存在している。小中学校における不登校児童生徒数

は令和６年度は小学校 849 名、中学校 1,494 名となっている。また、本県の在

住外国人人口は令和５年度で 9,111名となっており、年々増加傾向にある。 

令和７年６月に、夜間中学に対する県内のニーズを把握するため、一般県民

を対象にインターネットとハガキによる調査を実施した。71 件の回答があり、

「夜間中学で学んでみたい」に 14 件、「夜間中学について知らせたい人が身近

にいる」に 17件の回答があったことから、県内にも夜間中学への入学を希望す

る方が一定数いるものと思われる。 

このような状況及び前述の「教育機会確保法」の趣旨を踏まえ、学齢期を超

過した方で、学校における就学を希望する方に対し、義務教育段階における普

通教育に相当する教育の機会を確保するため、本県においても夜間中学の設置

が必要である。 
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Ⅱ 県立夜間中学の設置に向けた基本方針                        

１ 県立夜間中学設置の基本的考え方  

   県立でパイロット的に設置し、定時制高校での夜間の学校運営も活かしつつ

ノウハウを蓄積し、生徒数が増加するなどのニーズが高まった場合には、市町

村に対しそのノウハウ等を提供し、設置検討が進められるようにする。 

 

 

２ 目指す学校像  

  生徒が自己肯定感を高め、社会的・精神的に充実した生活を送ることができ

るよう、多様な仲間と共に学び合いながら、一歩ずつ前進し、達成感が得られ

る学校。 

 

 

３ 学校づくりの視点  

 〇 個性や多様性の尊重 

・ 様々な年齢の生徒や異なる国籍の生徒等が集まる夜間中学において、共

に活動する中で、互いを理解し、認め合い、安心して学べるよう、交流によ

る学び合いを進めていく。 

〇 「わかった」「できた」が実感できる授業 

・ 個々の実態に応じた学習内容や多様な指導方法を工夫、改善しながら、

生徒が学習を通して学ぶ楽しさと自身の成長を実感できるようにする。 

・ 生徒に寄り添いながら、生徒が自信を持って目標や夢に挑戦できるよう

にする。 
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Ⅲ 本県における夜間中学の概要                               

１ 設置場所  

  山形県立霞城学園高等学校校舎内 

（山形市城南町一丁目１番１号 霞城セントラルビル内） 

 

 

２ 開校時期  

  令和９年４月 

 

 

３ 対象となる生徒  

  山形県内に居住し、以下のいずれかに該当する方 

  ・ 様々な理由で義務教育を修了せずに学齢期を経過した方 

  ・ 不登校等で十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方 

  ・ 日本の義務教育を受けることを希望する学齢期を経過した外国籍の方 

 

 

４ 学校の体制  

〇 学級数は１学年１学級とし、３学年編成とする。 

〇 生徒数は１学年 33名を上限とする。 

 

 

５ 教育課程等  

   中学校学習指導要領に基づき、生徒の学びの状況に応じた特別の教育課程を

編成する。 

・ 月曜日から金曜日まで週５日間、40分の授業を１日４時間実施 

（週 20時間、１年間の総授業時数 700時間程度） 

・ 登校時刻は 17時頃、下校時刻は 21時頃 

・ 開設する教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・

家庭科、外国語(英語)、総合、道徳 

・ 日課の始めと終わりにホームルームを設定 

・ ３学期制とし、夏季休業等を設定 
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【日課表の例】 

 月 火 水 木 金 

17:20～ ホームルーム（５分） 

17:30～ 国 数 英 社 理 

18:10～ 休憩・補食給食（20分） 

18:30～ 英 社 理 数 国 

19:20～ 数 音 国 英 総合 

20:10～ 美 国 保体 技家 道徳 

20:50～ ホームルーム（５分） 

 

・ 学校行事等を実施 

・ 食事は補食給食を提供 

 

 

 

 

 

 

６ 入学・進級・卒業  

○  入学の可否については、入学希望者と面接を行い、入学希望理由等を確認し

たうえで、校長が判断する。  

○  ４月の入学を基本とする。ただし、生徒の状況に合わせて、年度途中からの

入学や第２学年や第３学年の入学を校長が許可する。  

○  進級・卒業は３月末とする。  

○  修業年限は３年を基本とする。ただし、本人の希望や学習状況等を踏まえ、

４年以上の在籍も校長が許可する。 

 

 

７ 授業料等  

授業料は無償とし、教科書も無償で給与する。 

   （学用品や補食給食費、学校行事などに係る費用は自己負担） 

 

 

８ 通学区域  

通学区域は県全域とする。 

 

９ その他  

〇 関係機関との連携 

・ 様々な背景をもつ生徒が知識や技能を身に付け、社会に貢献できる力を

高められるよう、商工団体、国際交流団体、市町村の福祉部局等、様々な機

関と連携する。 
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〇 夜間中学の理解促進に向けた広報・周知 

・ 県民の理解促進と、夜間中学の入学対象となる方々にその存在を知って
もらうことができるよう、市町村や関係団体と連携しながら周知を行う。 

 

 

〈参考〉開校までの主なスケジュール 

  令和８年７月 県内４地区で説明会 

      ８月 募集要項公表・募集開始 

  令和９年４月 開校 


